
実態の把握

・わが国における認知症の有病率は昭和55年から平成2年に行われた調査に基づく

全国推計（平成3年）以降は推計が行われていない。

・今後高齢化が進行する中、認知症に対する医療及び介護サービスの総合的な対策

を行うためには、認知症の有病率や医療・介護サービス資源利用の実態など、基本

的な調査が必要。

・ 医学的な診断基準に基づく、日本の認知症の有病率（全国推計）の把握

・ 認知症に関する医療・介護サービス資源利用についての実態調査

（平成２１・22年度厚生労働科学研究費認知症対策総合研究「認知症の実態把握に向けた総合的研究」事業）
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